


要介護認定の方法の見直しに伴う経過的な措置について

○ 要介護認定方法の見直し直後において、必要なサービスの安定的な提供を確保し、

１．趣旨

利用者の不安を解消するとともに、混乱を防止する観点から、見直し後の要介護認定方

法の検証期間中において、市町村が要介護認定方法の見直しに伴う経過措置を実施で

きることとする。

２ 経過措置の考え方

○ 安定的な介護サービスの利用を確保する観点から、申請者の希望に応じ、見直し後

の要介護認定の方法により審査・判定された要介護度が従前の要介護度と異なる場合

２．経過措置の考え方

の要介護認定の方法により審査 判定された要介護度が従前の要介護度と異なる場合

に、従前の要介護度とする。

○ 経過的措置の実施期間は検証期間中。○ 経過的措置の実施期間は検証期間中。

※ 留意点

○ 利用者や市町村の負担に配慮○ 利用者や市町村の負担に配慮。

○ 個人情報保護の観点に留意しながら、見直し後の要介護認定の方法の検証に役立てることができるよう、市町村に

データの提供を依頼。



要介護認定方法を見直す理由

① 要介護度が最新のケアを踏まえた介護の手間を

きちんと反映していないのではないかきちんと反映していないのではないか。

（参考）

最新データへの更新によりケアの手間をより正確に反映すると考えられる例

・「おむつ着用」から「排泄誘導介助」 → ケア量の増加

② 認定にバラツキがあるのではないか

（尿意を聞いたり、トイレにつきそう）

② 認定にバラツキがあるのではないか。

（参考）

下肢麻痺等の出現率

・左ー下肢麻痺等 ある 関西のＡ市：９１．４％ 関西のＢ市：４３．６％

・右ー下肢麻痺等 ある 関西のＡ市：９１．１％ 関西のＢ市：４３．３％



要介護認定の主な変更点と目的

【要介護認定の流れ】 【主な変更点】 【目的】【要介護認定の流れ】
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要介護認定方法の見直しの検証
【要介護認定の流れ】

申請

【モデル事業】 【研究事業】

公開の検討会で議論 自治体から意見聴取 反映申請

主治医意見書 認定調査

Ｓｔｅｐ１

項目数減８２→７４ 調査方法の見直し

変更変更
変更変更

公開の検討会で議論 自治体から意見聴取、反映

Ｓｔｅｐ２

（一次判定）

コンピュ タ判定
データ更新

（特記事項（アナログ情報）の充実）

変更変更

コンピュータ判定

58%%
20%20%軽度へ軽度へ

（一次判定結果）

62%62%
26%26%軽度へ軽度へ

（一次判定結果）

23%23%重度へ重度へＳｔｅｐ３

（二次判定）

58%%
一致一致

変更変更

62%62%
一致一致 13%13%重度へ重度へ

審査会判定
審査会資料改定

（二次判定結果）

審査会資料の充実

（二次判定結果）

変更変更
審査会資料の充実

最終判定結最終判定結

69%69%
一致一致

11%11%軽度へ軽度へ

21%21%重度へ重度へ17%17%重度へ重度へ

63%%
一致一致

（二次判定結果）

20%20%軽度へ軽度へ

（二次判定結果）

最終判定結果最終判定結果 要介護度別分布に大きな違いなし

現行方式より一概に軽度の方が増えるわけではない



要介護認定：4月からの新方式の一部見直し
（３月２４日に自治体に周知）

① 選択肢の選び方 （選択が適切に行われない恐れに対応）

【移乗】 【買い物（新項目）】（例） （例）

４月実施に向けた
暫定テキスト

【 】 【買 項 】

寝たきり者で、「移乗」が

なければ「介助なし」
「買い物の適切さは問わない」と
の見解（何が適切か判断が難し

摘
暫定テキスト

いとの指摘のため）

団体からの指摘 「寝かせきり」でも「自立」か？
認知症で、買い物の後で、
家族が返品・支払する場合
も「自立」か？も「自立」か？

対 応
シーツの交換等のための

介助があるなら「全介助」
事後に、家族が返品や支払い

を行うなら「一部介助」

※「金銭の管理」の項目についても同様に、
管理が適切でないために介助が発生して
いる場合には、「一部介助」を選択する。



② 選択肢の文言の変更 （介助に関する項目：１６箇所／全７４項目中）② 選択肢の文言の変更 （介助に関する項目：１６箇所／全７４項目中）

移動 移動

全介助

移動

全介助

移動

一部介助

見守り等

一部介助

見守り等見守り等

自立（介助なし）※

見守り等

介助されていない

最終版（案）

※ 「買い物」、「簡単な調理」の２項
目については「できる（介助なし）」

介護不足なら

4月実施に向けた
暫定テキスト 「自立」でない場合も

あり 介助のレベル

最終版（案）
特記事項で補足

事実を選択し、
特記事項で補足

あり、介助のレベル
のみを選ぶ





これまでの経緯

１ ３月末まで

① ３月１９日 ： 要介護認定に係る専用メールアドレスの開設

② ３月２４日 ： 認定調査項目の選択肢の選び方の明確化（確定案）を自治体に送付

③ ３月２５日 ： 厚労省ＨＰに利用者向け説明資料を掲載

④ ３月３１日 ： 告示の官報公布。関係通知の発出

２ ４月以降２ ４月以降

① ４月上旬～： 見直し後の要介護認定方法に係る市町村等からの疑問・質問を収集

市町村等からの疑問・質問に対し、随時回答市町村等からの疑問 質問に対し、随時回答

② ４月１３日 ： 第１回要介護認定の見直しに係る検証・検討会を開催

③ ４月１７日 ： 経過措置に関する通知を発出③ 月 経過措置 関する通知を発出

④ ６月１１日 ： 市町村等に対し、４月以降の要介護認定の実態についての調査を依頼



（参考資料）（参考資料）（参考資料）（参考資料）



要介護認定の方法の流れについて

標準処理期間【３０日間（通知した場合はそれ以上の間）】
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要介護認定とその変遷

要介護認定の基本的な考え方

ケア時間：本来ならば申請者ごとにタイムスタディ（48時間）が必要

代替案として認定調査でケア時間を推計
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何がよくなるのか：調査のバラツキの防止について

①調査項目の記載方法の変更

従前の方式と見直し後の方式の違い（例）

（Ｈ２１ ３月までの方式） （見直し方式）
全７４項目中１６項目の

度
Ｈ２１ ４～

①調査項目の記載方法の変更

（Ｈ２１．３月までの方式） （見直し方式）

介助が行われてい
る場合

新 査方法
介助あり介助あり

介助の程度に関する項目
Ｈ２１．４

る場合
新旧の調査方法で
どちらも結果が同
じ（全体の９０％
以上）誰が見ても介助の 以上）

介助されていない介助されていない

誰が見ても介助の
必要がない場合

必要な介助が行われてい

介助の程度を推量

実際に行われてい
る介護のレベルを

必要な介助が行われてい
ない場合（介助の不足）

選んだ上で、不足
と記載

改善

調査員ごとに
バラツキ

介助が不足している
ことが伝わらない

不足を補い、
より適切なケアへ



何がよくなるのか：審査会のバラツキの防止について

②審査会資料の変更

（旧） （新）

・介護の手間（時間）をグラフ化
してわかりやすく

（変更すべきかがすぐ分かる）

・一部で行われていた検証用資料を用い
た判定の予防

資料から分離して検証専用に

バラツキの防止



③コンピュータ判定に用いるデータの更新

何がよくなるのか：最新の「介護の手間」をより正確に反映した判定に変更

④ 調査項目の見直し

・「独り言・独り笑い」

・「自分勝手に行動する」平成１９年の介護の 認知症に関連する６項目
・「話がまとまらない」

・「集団への不適応」

・「買い物」

平成 年 介護
手間のデータに更新

・オムツはずし 認知症の実態をきちんと判定
「買い物」

・「簡単な調理」
・認知症の充実 など

追 加
除 外

１ 主治医意見書でも既に調査している項目

「拘縮（肘関節）」、「拘縮（足関節）」、「じょくそう」、「飲水」 など

除 外

２ 調査員にヒアリングをしたところ客観的な回答が難しいとの回答があった項目

「火の不始末」、「電話の利用」 など

については、見直し（調査項目の除外）を行った。

８２ ＋ ６ ー １４ ＝ ７４
（旧項目） （追加項目） （除外項目） （新項目）

８２ ＋ ６ ー １４ ＝ ７４

※ なお、見直しの候補に挙がった項目のうち、９項目は関係団体の意見を踏まえ引き続き調査項目
として用いることとした。



認定調査項目の見直しについて認定調査項目の見直しについて

見直し前の認定調査項目見直し前の認定調査項目
（８２項目）（８２項目） 見直し後の認定調査項目見直し後の認定調査項目

（７４項目）（７４項目）（７４項目）（７４項目）

新規追加項目新規追加項目
（６項目）（６項目）

除外項目除外項目
（１４項目）（１４項目）

日中の生活

見直し後も見直し後も
使用する項目使用する項目
（６８項目）（６８項目）

（６項目）（６項目）
環境等の変化
電話の利用

指示への反応

拘縮（肘関節）
拘縮（足関節）

独り言・独り笑い
自分勝手に行動する
話がまとまらない
集団への不適応（６８項目）（６８項目）拘縮（足関節）

じょくそう
皮膚疾患

飲水
幻視・幻聴
暴言・暴行

集団への不適応
買い物
簡単な調理

外出して戻れない
一人で出たがる

感情が不安定
同じ話をする暴言 暴行

火の不始末
不潔行為
異食行動

一人で出たがる
収集癖

物や衣類を壊す
作話

同じ話をする
大声を出す

落ち着きがない

除外項目のうち主治医意見書で代替除外項目のうち主治医意見書で代替
可能な項目（１０／１４項目）可能な項目（１０／１４項目）

除外の候補になった項目のうち、除外の候補になった項目のうち、
関係者のご意見を踏まえ 引き関係者のご意見を踏まえ 引き可能な項目（１０／１４項目）可能な項目（１０／１４項目） 関係者のご意見を踏まえ、引き関係者のご意見を踏まえ、引き
続き使用することにした項目続き使用することにした項目
（９／６８項目）（９／６８項目）


